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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成25年1月31日(2013.1.31)

【公開番号】特開2012-15346(P2012-15346A)
【公開日】平成24年1月19日(2012.1.19)
【年通号数】公開・登録公報2012-003
【出願番号】特願2010-150853(P2010-150853)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  31/04     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  31/042    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  31/04    　　　Ｆ
   Ｈ０１Ｌ  31/04    　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成24年12月7日(2012.12.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エチレン共重合体（Ａ）と、下記一般式（１）および一般式（２）の少なくともいずれ
か一方である層状複合金属化合物（Ｂ）および／またはその焼成物（Ｃ）と、ベンゾフェ
ノン系化合物（Ｄ）を含むことを特徴とする太陽電池封止材用樹脂組成物。
Ｍｇ1-a・Ａｌa（ＯＨ）2・Ａｎn-

a/n・ｃＨ2Ｏ　　一般式（１）
（０．２≦ａ≦０．３５、０≦ｃ≦１、Ａｎ：ｎ価の陰イオン）
（ＭaＭｇ1-a）1-b・Ａｌb（ＯＨ）2・Ａｎn-

b/n・ｃＨ2Ｏ　　一般式（２）
（ＭはＮｉ、Ｚｎ、Ｃｕ、およびＣａより選ばれる金属を示し、ａ、ｂおよびｃはそれぞ
れ式０≦ａ≦１、０．２≦ｂ≦０．３５、０≦ｃ≦１、Ａｎ：ｎ価の陰イオン）
【請求項２】
　ベンゾフェノン系化合物（Ｄ）が融点２５～１２０℃であることを特徴とする請求項１
記載の太陽電池封止材用樹脂組成物。
【請求項３】
　焼成物（Ｃ）が、層状複合金属化合物（Ｂ）を２００～８００℃で熱処理されてなる焼
成物であることを特徴とする請求項１または２記載の太陽電池封止材用樹脂組成物。
【請求項４】
　層状複合金属化合物（Ｂ）とその焼成物（Ｃ）がＢＥＴ比表面積１～２００ｍ2／ｇで
あることを特徴とする請求項１～３いずれか記載の太陽電池封止材用樹脂組成物。
【請求項５】
　エチレン共重合体（Ａ）が、エチレン酢酸ビニル共重合体、エチレンアクリル酸メチル
共重合体、エチレンアクリル酸エチル共重合体、およびエチレンメタクリル酸メチル共重
合体、エチレンメタクリル酸エチル共重合体からなる群より選択される１種以上の共重合
体であることを特徴とする請求項１～４いずれか記載の太陽電池封止材用樹脂組成物。
【請求項６】
　エチレン共重合体（Ａ）１００重量部に対して、層状複合金属化合物（Ｂ）および／ま
たはその焼成物（Ｃ）を０．０１～１５重量部、ベンゾフェノン系化合物（Ｃ）を０．０
１～１５重量部用いることを特徴とする請求項１～５いずれか記載の太陽電池封止材用樹
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脂組成物。
【請求項７】
　ベンゾフェノン系化合物（Ｃ）が、３４０ｎｍにおけるモル吸光係数１０００～１５０
００（ｌ／ｍｏｌ・ｃｍ）であることを特徴とする請求項１～６いずれか記載の太陽電池
封止材用樹脂組成物。
【請求項８】
　エチレン共重合体（Ａ）と、層状複合金属化合物（Ｂ）および／またはその焼成物（Ｃ
）と、ベンゾフェノン系化合物（Ｃ）とを用いて形成してなる太陽電池封止材であって、
 前記層状複合金属化合物（Ｂ）が、下記一般式（１）または下記一般式（２）で表され
る化合物であり、
 前記焼成物（Ｃ）が、前記層状複合金属化合物（Ｂ）を２００～８００℃で熱処理され
てなる焼成物であることを特徴とする太陽電池封止材。
Ｍｇ1-a・Ａｌa（ＯＨ）2・Ａｎn-

a/n・ｃＨ2Ｏ　　一般式（１）
（０．２≦ａ≦０．３５、０≦ｃ≦１、Ａｎ：ｎ価の陰イオン）
（ＭaＭｇ1-a）1-b・Ａｌb（ＯＨ）2・Ａｎn-

b/n・ｃＨ2Ｏ　　一般式（２）
（ＭはＮｉ、Ｚｎ、Ｃｕ、およびＣａより選ばれる金属を示し、ａ、ｂおよびｃはそれぞ
れ式０≦ａ≦１、０．２≦ｂ≦０．３５、０≦ｃ≦１、Ａｎ：ｎ価の陰イオン）
【請求項９】
 エチレン酢酸ビニル共重合体と、請求項１～７いずれか記載の太陽電池封止材用樹脂組
成物とを用いて形成してなる太陽電池封止材。
【請求項１０】
　層状複合金属化合物（Ｂ）および／またはその焼成物（Ｃ）１００重量部に対してベン
ゾフェノン系化合物（Ｄ）を０．５～２０００重量部用いることを特徴とする請求項８ま
たは９記載の太陽電池封止材。
【請求項１１】
　請求項１～７いずれか記載の太陽電池封止材用樹脂組成物を用いて形成してなる太陽電
池モジュール。
【請求項１２】
　請求項１０または１１記載の太陽電池封止材を用いて形成してなる太陽電池モジュール
。
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